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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ４－２６ 歯ブラシ立て等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ４－２６ 全 歯ブラシ立て等 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７代 包装用容器 

Ｄ６－１０ つり下げ型整理用具 

Ｄ６－２０ 壁取付け小型整理用具 

Ｃ５－５０ 食器支持具、食器収納具 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

歯ブラシ立て 歯ブラシ入れ 歯ブラシ差し 

充電器付き歯ブラシ立て 電気歯ブラシ用充電器  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

歯ブラシを収納する容器、あるいは、歯ブラシを立てるもの。電気歯ブラシの充電器も、歯ブラシ立

てとして使用するので、この分類に含まれる。 
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1174971号 
歯ブラシ立て
の意匠分類との関

「歯ブラシ掛け」とい

のは、「つり下げ型整

棚の一部分に、歯ブ

ついている程度のも

本来販売用の容器は
ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ

ＣＬＡＳＳ

 

過去に分類した物
1168555号 
歯ブラシ用容器
1 

係（含まれない物品、意匠） 

う物品名であっても、なんでも掛け

理用具」（Ｄ６－１０）や「壁取付け

ラシ掛けのついているものは棚（

のはここに分類する。 

Ｆ４に分類する。 

 （付与優先関係、懸案事項など

品の名称 

 

 

1167977号 
電動歯ブラシ用充

スタンド 
られるフック形状等のよう

小型整理用具」（Ｄ６－２

Ｄ６）で、歯ブラシ掛けに、

） 

 

 

1118133号 
歯ブラシホルダー
に形態的に汎用性がある

０）に分類する。 

チューブ置きやコップ置き

 


